
 資料３  

・第二期浦安市子ども・子育て支援総合計画の中間見直しについて 

 子ども・子育て支援法に基づく基本指針により、市町村は、教育・保育給付認定の状況を踏まえ、

計画期間の中間年を目安として、必要な場合に計画の見直しを行うこととされています。 

 第２期浦安市子ども・子育て支援総合計画について、実績値を踏まえた、量の見込み、確保方策

の見直しを令和４年度に行います。 

 令和４年 10月頃、第２回浦安市子ども・子育て会議を開催し、見直し（案）についてご意見を伺

います。その後、委員皆様のご意見をふまえた見直し（案）に対しパブリックコメント（市民意見

提出）を実施し広く市民の皆様からご意見を募集します。 

 

・計画期間 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

     

 

 

・参考 第１期浦安市子ども・子育て支援総合計画中間見直し（平成 30年３月）（抜粋） 

 

点検・評価 点検・評価 点検・評価 点検・評価 

 

中間の計画見直し 

 


